
令　和　　　年　　　月　　　日

1.

2. 検査合格後の外構工事に伴い、メーター検針、メーター取替え業務に支障を及ぼす

　尚、検査合格後は下記事項を遵守いたします。

貝塚市水道事業　貝塚市長　様

住　所

氏　名

給水装置所有者

ことの無いように致します。もし、支障があれば貝塚市水道事業の指導に従います。

検査合格後の外構工事により給水装置を破損した場合は、速やかに対処し、水道料金等

その他一切の苦情を貝塚市水道事業に対し申しません。

竣 工 検 査 願 （未外構）

指定給水装置工事事業者

関係上、未外構での竣工検査をお願いいたします。

　本来であれば、外構工事完了後に竣工検査を受けるべきところですが、入居日の

記


